
・都道府県
・指定都市

（委託可）

※全国で14か所程度

聴覚障害児支援中核機能モデル事業

聴覚障害児の支援は乳児からの適切な支援が必要であり、ま
た状態像が多様になっているため、切れ目のない支援と多様な
状態像への支援が求められる。

このため、福祉部局と教育部局が連携を強化し、聴覚障害児支
援の中核機能を整備し、聴覚障害児と保護者に対し適切な情報
と支援を提供することを目的とする。

目的

協議会のイメージ

中核機能イメージ
一体型 連携型

児童発達支援センター
or

児童発達支援事業

特別支援学校の敷地内

聴覚
支援学校

都道府県等

子育て支援

福祉部局

教育委員会

１．聴覚障害児に対応する協議会の設置

２．聴覚障害児支援の関係機関との連携

３．家族支援の実施

４．巡回支援の実施

５．聴覚障害児支援に関する研修等の開催

内容

既存の事業所の活用を想定

空き教室等の活用を想定

拠点病院
母子保健

児童相談所

当事者団体

その他関係機関

地域の福祉サービス事業所や学校への巡回支援

コーディネーター配置
※ST等の専門職の配置を想定

※地域の実状に合わせた柔軟な役割分担 ※地域の実状に合わせた柔軟な役割分担

派遣型

聴覚

支援学校
or

特別支援
学校

都道府県等
ST等雇用

ST等の
派遣ST等の

派遣

ST等の派遣

令和３年度予算額（案）：１．７億円（令和２年度予算額：１．７億円）

実施主体

医師会・その他
関係団体

中核機能

聴覚障害者情報
提供施設

聴覚
支援学校

児童発達支援センター
or

児童発達支援事業

児童発達支援センター
or

児童発達支援事業

新規
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障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成十八

年厚生労働省告示第三百九十五号）（ 関係箇所抜粋） 

【最終改正 令和二年厚生労働省告示第二百十三号】  

  

 （略） 

第二  障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標  

障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するため、

令和五年度を目標年度とする障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス等及び障害児通所

支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事項に係る目標（以下「成果目標」とい

う。）を設定することが適当である。また、これらの成果目標を達成するため、活動指標（別表

第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標を達成するために必要な量等をいう。以下同じ。）を

計画に見込むことが適当である。なお、市町村及び都道府県においては、成果目標及び活動指標

に加えて、独自に目標及び指標を設定することができるものとする。  

（略） 

五  障害児支援の提供体制の整備等  

１ 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 

 聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、令和五年度末までに、各都道府

県において、児童発達支援センター、特別支援学校（聴覚障害）等の連携強化を図る等、難聴

児支援のための中核的機能を有する体制を確保することを基本とする。 
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